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東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
女
川
第

一
・
第
二
中
学
校
の
合
同
運
動
会
が

８
月　

日（
土
）に
第
一
中
学
校
校

27

庭
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
は「
女
川
魂
〜
絆
を
深
め
て
」

を
テ
ー
マ
と
し
、
生
徒
や
先
生
、
保

護
者
の
方
々
が
協
力
し
合
い
、
心
の

絆
を
深
め
な
が
ら
、「
大
震
災
に
負

け
な
い
ぞ
」
と
い
う
強
い
「
女
川
魂
」

が
感
じ
ら
れ
た
運
動
会
で
し
た
。

テーマ

「女川魂～絆を深めて」
平成 23 年度女川第一・第二中学校

合同大運動会開催

　

二
年
生
全
員
に
よ
る
天
下
分
け
目
の

騎
馬
戦
「
ま
る
こ
山
の
戦
い
」。
さ
あ
、

め
ざ
す
は
大
将
の
帽
子
だ
！

　

会
場
全
体
が
盛
り
上
が
っ
た
一
中

名
物
「
さ
ん
ま
Ｄ
Ｅ
サ
ン
バ
！
」。

　

最
終
種
目
と
な
っ
た
赤
組
、
黄
組

両
軍
の
快
速
ラ
ン
ナ
ー
に
よ
る
「
縦

割
り
対
抗
リ
レ
ー
」。

　

二
中
運
動
会
の
名
物
種
目
で
あ
る

「
大
漁
旗
リ
レ
ー
」。
た
な
び
く
大

漁
旗
が
見
事
で
す
。
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８
月　

日
、
女
川
第
二
小
学
校
プ
ー
ル
を
会
場
に

26

「
平
成　

年
度
女
川
町
小
学
校
水
泳
記
録
会
」
が
開

23

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

プ
ー
ル
サ
イ
ド
か
ら
の
大
き
な
声
援
を
受
け
、
各

校
の
代
表
選
手
は
力
い
っ
ぱ
い
が
ん
ば
っ
て
い
ま
し

た
。 　
 

【
敬
称
略
】

■
女
子　

ｍ
平
泳
ぎ

25

①
鈴
木
沙
理
衣
（
一
小
）　

秒　
25

12

②
横
山　

華
蓮
（
一
小
）　

秒　
30

00

③
阿
部　

華
林
（
一
小
）　

秒　
32

75

■
男
子　

ｍ
平
泳
ぎ

25

①
阿
部
吉
之
介
（
一
小
）　

秒　
30

26

②
安
住　

優
輝
（
一
小
）　

秒　
32

34

③
竹
村　
　

凌
（
二
小
）　

秒　
32

40

■
女
子　

ｍ
自
由
形

25

①
小
海
途
玖
美
（
一
小
）　

秒　
20

22

②
阿
部　

由
佳
（
一
小
）　

秒　
22

55

③
横
田　

実
紀
（
一
小
）　

秒　
 

23

12

■
男
子　

ｍ
自
由
形

25

①
黄
川
田
一
輝
（
二
小
）　

秒　
20

42

②
中
村　

圭
太
（
一
小
）　

秒　
20

82

③
阿
部　

健
人
（
二
小
）　

秒　
22

01

■
女
子　

ｍ
背
泳
ぎ

25

①
阿
部　

珠
実
（
一
小
）　

秒　
24

12

②
和
田　

涼
夏
（
二
小
）　

秒　
29

39

■
男
子　

ｍ
背
泳
ぎ

25

①
石
母
田
健
太
（
二
小
）　

秒　
26

79

②
堀
籠　
　

尊
（
一
小
）　

秒　
32

37

③
阿
部
連
太
郎
（
二
小
）　

秒　
34

62

■
女
子　

ｍ
平
泳
ぎ

50

①
阿
部　

天
音
（
一
小
）　

秒　
63

60

②
原　
　

美
恵
（
二
小
）　

秒　
 

71

72

■
男
子　

ｍ
平
泳
ぎ

50

①
鈴
木　
　

仁
（
二
小
）　

秒　
55

16

②
石
森　

直
樹
（
一
小
）　

秒　
58

06

③
横
井　

達
彦
（
二
小
）　

秒　
65

90

■
女
子　

ｍ
自
由
形

50

①
中
村　

眞
鳳
（
二
小
）　

秒　
55

71

②
遠
藤　
　

和
（
二
小
）　

秒　
60

68

③
山
本　

芽
生
（
一
小
）　

秒　
62

83

③
阿
部　

愛
花
（
二
小
）　

秒　
62

83

■
男
子　

ｍ
自
由
形

50

①
辻
山　

憲
太
（
二
小
）　

秒　
45

33

②
齋
藤　

響
亜
（
二
小
）　

秒　
51

07

③
武
山　

龍
平
（
二
小
）　

秒　
54

40

■
女
子　

ｍ
メ
ド
レ
ー
リ
レ
ー

75

①
一
小
Ｂ　

1
分　

秒　
24

76

②
一
小
Ｃ　

1
分　

秒　
25

71

③
一
小
Ａ　

1
分　

秒　
40

87

■
男
子　

ｍ
メ
ド
レ
ー
リ
レ
ー

75

①
二
小
Ｂ　

1
分　

秒　
13

70

②
二
小
Ａ　

1
分　

秒　
20

97

③
一
小
Ｂ　

1
分　

秒　
30

60

■
女
子
1
0
0
ｍ
リ
レ
ー

①
一
小
Ａ　

1
分　

秒　
40

78

②
二
小
Ａ　

1
分　

秒　
54

28

③
二
小
Ｂ　

1
分　

秒　
56

90

■
男
子
1
0
0
ｍ
リ
レ
ー

①
一
小
Ｃ　

1
分　

秒　
29

18

②
二
小
Ａ　

1
分　

秒　
33

21

③
一
小
Ａ　

1
分　

秒　
40

50

■
1
0
0
ｍ
混
合
リ
レ
ー

①
二
小
Ａ　

1
分　

秒　
39

84

②
一
小
Ｂ　

1
分　

秒　
44

96

③
二
小
Ｂ　

1
分　

秒　
47

91

平
成　

年
度

23
女
川
町
小
学
校

水
泳
記
録
会

将
来
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
！

　肌寒く、時折、雨もぱらつくあいにく

の天気。それでも、そこは元気な女川っ

子！寒さなんかに負けないぞーっ！
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被災者生活再建支援金・義援金・弔慰金等に関するお知らせ
問い合わせ先：女川町役場町民課（�５４－３１３１　内線１１５）

本町に寄せられた義援金・見舞金について、８月２５日に配分委員会が開催され下記のとおり配分先及び配分額が決定しました。

１．女川町災害義援金配分委員会で決定された配分割合について

　地震又は津波により被害を受けた方に下記のとおり配分します。

合計金額支　　　給　　　対　　　象被害

70,000 円死亡・行方不明者（１人当たり）

人的
被害

10,000 円

災害孤児（１人当たり）
　震災により父母を失った児童
　①　震災に起因する理由により父母の両方が死亡した児童
　②　父母の一方がいなかった児童で、震災に起因する理由により父又は母が死亡した児童

10,000 円

母子・父子世帯
　配偶者のない女子（または男子）が児童を扶養している世帯
　①　震災により半壊以上の住家被害を受けた震災時に母子（または父子）世帯であったもの
　②　震災を起因する理由により配偶者が死亡し、母子（または父子）世帯となったもの

70,000 円全壊（１戸当たり）
住家
被害

50,000 円大規模半壊（１戸当たり）

20,000 円半壊（大規模半壊を除く）（１戸当たり）

（児童とは、平成４年４月２日から平成２３年３月１１日までに生まれた者）

２．申請に必要なもの（全ての書類を揃えてから申請を行って下さい。）
（人的被害）

○東日本大震災により死亡した者及び行方不明者の遺族等が申請します。
申請に必要なもの：り災証明書、死亡診断書（検案書）等の写し、印鑑、申請者の預金通帳の写し、本人確認ができるも
の（運転免許証、本人確認書など）、戸籍謄本（申請者と死亡した方等との関係が分かるもの）

○震災孤児・母子・父子世帯
申請に必要なもの：り災証明書、住民票謄本、死亡診断書（検案書）等の写し、印鑑、申請者の預金通帳の写し、本人確
認ができるもの（運転免許証、本人確認書など）、戸籍謄本（申請者と死亡した方等との関係が分かるもの）

（住家被害）り災証明書の被害の判定により被災世帯の「世帯主」が申請します。

申請に必要なもの：り災証明書、印鑑、世帯主の預金通帳の写し、本人確認ができるもの（運転免許証、本人確認書など）
※　その他町長が必要と認める書類を求めることがあります。

３．人的被害（死亡・行方不明）の申請の範囲及び順位

※　日赤等・宮城県配分の義援金の申請を行った方は、女川町配分の義援金の申請を行う必要はありません。（同じ口座に 10

月中に振り込みいたします。）

※ 行方不明者については、震災後３ヶ月間その生死がわからないため、東日本大震災によって死亡したものと推定される方。

※ 全壊、大規模半壊、半壊については、り災証明書の被害判定による。

対　　象　　者順位

配偶者

死亡者により生計を主として
維持していた遺族

１

子２

父母３

孫４

祖父母５

配偶者

上記以外

６

子７

父母８

孫９

祖父母10

４．住家被害の申請者住家の被害を受けた世帯の世帯主
５．支給対象者がいない場合
（人的被害）

ア　左図の範囲の遺族がいない場合、死亡者及び行方不明者の法定相続
人に支給することとする。（例えば、兄弟姉妹など）
イ　上記アの者もいない場合には、葬祭を行った親族に対して支給する
こととする。（親族とは、６親等以内の血族及び３親等以内の姻族）

（住家被害）

ア　直系の遺族がいない場合には、死亡した世帯主の法定相続人に支給
することとする。
（例えば、兄弟姉妹など）
イ　上記アの者もいない場合には、葬祭を行った親族に対して支給する
こととする。（親族とは、６親等以内の血族及び３親等以内の姻族）

○平成２３年７月２９日に災害弔慰金の支給等に関する法律が一部改正されたことにより、災害弔慰金の支給対象者が、次
のとおり拡大されました。

１．拡大された支給対象者
　死亡された方の死亡当時における配偶者・子・父母・孫又は祖父母のいずれの方もいない場合で、死亡された方の死亡当
時その方と同居，又は生計を同じくしていた兄弟姉妹　※行方不明者についても同様

２．申請時に必要な追加書類
○　死亡者（行方不明者）と申請者の関係が分かる戸籍謄本に加え、配偶者・子・父母・孫又は祖父母のいないことが分
かる戸籍謄本
○　同居、又は生計を同じくしていたことが分かるもの

災害弔慰金支給対象者の拡大について
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東日本大震災で被災された
国保・後期高齢者医療保険加入者の

「免除証明書」について

　被災された女川町の国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者が医療機関を

受診する際、１０月からは「免除証明書」の提示が必要となります。すでに免除証明書

の交付を受けている方は、保険証とあわせて忘れずに医療機関に提示されますようお

願いいたします。（提示しなかった場合は、一部負担金の支払いが生じます。また、各

保険者に対して、単に“窓口に提示するのを忘れた”という理由での還付申請はでき

ませんので、ご注意ください。）

　免除要件に該当する方で、まだ免除証明書の交付を受けていない方は、申請を行っ

ていただくようお願いいたします。くわしくは下記のとおりです。

１　一部負担金が免除となる方

（１）　災害救助法の適用地域や被災者生活再建支援法の適用地域の住民（地震発生後、被災地域

から他の市町村へ転出された方も含む）であり、

（２）　次のいずれかに該当する方

①　住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方

（※準ずる被災をした方とは、被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯（出島・

江島）の方です。）

②　主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

③　主たる生計維持者の行方が不明である方

④　主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方

（※業務再開、再就職した場合は、再開、再就職の日から該当しません。）

⑤　主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

（※雇用保険を受給されている期間は、該当しません。）

　⑥　原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する

指示の対象となっている方

⑦　特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

２　免除期間

一部負担金　平成 23年３月 11日～平成 24年２月 29日

　※　免除要件によっては、免除期間が短縮される場合があります。

３　手続きに必要なもの

（１）　共通のもの

・免除対象者の被保険者証

・印かん

・代理申請の場合は、代理の方の身分証明書
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４　一部負担金等還付申請について

　免除に該当する方が、３月１１日以降免除証明書が交付されるまでの間に、医療機関に対して

一部負担金を支払い、医療機関窓口からの還付（返金）を受けていない場合は、各保険者から

還付することとなりますので、下記のものを添えて手続きしてください。

・免除対象者の被保険者証

・印かん

・一部負担金等免除証明書

・領収書

・通帳写し

・代理申請の場合は、代理の方の身分証明書

５　申請窓口

町民課　国保年金係（②番窓口）（内線 118・119）

　※　受付窓口が大変混雑することが予想されます。ご了承願います。

（２）　該当要件ごとに必要なもの

①に該当される方　り災証明書など

②に該当される方　死亡診断書または、医師による証明書など

③に該当される方　行方不明者届出受理証明など

④に該当される方　税務署に提出する廃業届控えなど

⑤に該当される方　雇用保険受給資格者証など

　１０月からお使いいただく「国民健康保険被保険者証」を９月中旬に役場より郵送してお

ります。医療機関を受診する際は、新しい保険証を提示されますようお願いいたします。

いままでお使いだった旧保険証については、町民課　国保年金係にお返し願います。なお、

ご自分の責任において破棄していただいてもかまいませんが、その場合は、悪用されるこ

とのないよう留意してください。

　※　保険証は、大切に管理しましょう。

　国保・後期高齢者医療保険加入者が死亡した場合、葬祭執行者（も主）に対して、葬祭

費が支給されますので、町民課　国保年金係（②番窓口）で手続きされますようお願いい

たします。

　申請に当たっては、葬祭執行者であることが特定できる書類（会葬礼状、新聞広告等）、

葬祭執行者の通帳写し、印鑑が必要です。

※ 　葬祭執行者とは、被保険者であった方の火葬・葬儀等、死亡者の葬祭を行った方です。

「国民健康保険被保険者証」の更新について

葬祭費支給申請について
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　女川町では、11月 13 日（日）に、宮城県議会議員、女川町議会議員、女川町長選挙を行

います。

　その有権者となる方には投票所入場券を送付しますが、投票日前に確実にお届けするた

め、震災前とは別の場所にお住いの方は、郵便局で郵便物の配達先の転送手続きを行って

いただきますようお願いいたします。

《転送手続きの用紙は、役場総務課にも備え付けております。》

《お知り合いの方にもお伝えください。》

女川町選挙管理委員会からのお知らせ 

～郵便物の転送手続きをお早めにお願いします！～ 

【投票日と投票時間は？】

・投票日：１１月１３日（日）

・投票時間：投票される方の安全性を考慮し、投票時間を短縮する予定です。

　（くわしくは来月号でお知らせします。）

【投票場所は？】

　これまで投票所として使用していた施設が被災したことなどから、投票場所が変更とな

る行政区がありますので、お間違えのないようにしてください。

（くわしくは来月号でお知らせします。）

【期日前投票を行います】

　投票日の当日に投票できない方のために、期日前投票所を設置します。

・期間：１１月５日（土）から１１月１２日（土）まで

・時間：午前８時 30分から午後８時まで

・場所：役場仮設庁舎１階　ロビー（正面玄関左側）

【不在者投票が利用できます】

　お仕事や避難生活のため、女川町を離れてお暮しの方は、滞在先の市区町村の選挙管理

委員会で不在者投票ができます。くわしくは、町選挙管理委員会にお問い合わせください。

【選挙人名簿登録証明書をお持ちの方へ】

　町選挙管理委員会では、長期間乗船する船員の方などに「選挙人名簿登録証明書」を交

付しておりましたが、先の震災でその交付者名簿が流失してしまいました。

　選挙人名簿登録証明書は、通常の投票のほかに、指定港や指定船舶内などで不在者投票

をする際に、本人であることを証明する書類です。現在お持ちの方、または、流失（紛失）

された方は、大変お手数ですが町選挙管理委員会へご連絡をお願いします。
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【立候補予定者説明会を開催します】

　町議会議員選挙、町長選挙に立候補を予定される方を対象として、説明会を開催します。

・期日：１０月１４日（金）

・時間：町議会議員選挙　午前１０時から

　　　：町長選挙　　　　午後２時から

・場所：役場仮設庁舎２階　第１会議室

※会場の都合上、出席される方の人数は、立候補予定者１名につき合計で２名までとさせ

ていただきますので、ご了承願います。

＊ご不明な点は、町選挙管理委員会（Tel 54 － 3131　内線 280・281）にお問い合わせく

ださい。

＊選挙に関するくわしい情報は、11月号にも掲載いたします。

各種証明等手数料が有料になりました。
東北地方太平洋沖地震以降、各種証明書の発行業務において、証明等手数料は無料で

したが、平成２３年９月１日（木）から通常どおり手数料をいただいておりますので、お

知らせします。

【税務課】

１通　３００円所得証明書

１通　３００円課税証明書

１通　３００円非課税証明書

土地・家屋それぞれ３筆まで３００円
　（４筆以降１筆増すごとに１００円加算）

資産証明書

１税目につき３００円（車検用納税証明書は無料）納税証明書

無　料価格決定通知書

【その他】申請の際は、印鑑と身分証明書をご持参ください。
なお、同居の世帯員以外の申請の場合は、委任状を添付願います。

【町民課】

5 人まで 1通　300 円
　（6人目以降 1人増すごとに 60円加算）

住民票謄本

１通　３００円住民票抄本

１通　３００円住民票記載事項証明書

１通　３００円印鑑証明書
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▽
日
時
…
平
成　

年
１
月
８
日
（
日
）

２４

　

午
後
１
時　

分
開
式
（　

時
受
付
開
始
）

３０

１３

▽
会
場
…
華
夕
美

▽
対
象
者
…
平
成
３
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
４
年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
方
で
、
女
川
町
に
在
住
ま
た
は
過
去

に
女
川
町
に
在
住
し
、
現
在
は
町
外
に
就
職
就
学
し

て
い
る
方
で
、
女
川
町
の
成
人
式
に
参
加
希
望
の
方
。

▽
問
合
先
…
生
涯
学
習
課　

生
涯
学
習
係

　

�　

－

３
１
５
１

５３

平
成　

年
成
人
式『
華
夕
美
』で
開
催

24

　

新
成
人
の
皆
さ
ん
、
自
分
た
ち
で
心
に
残
る
素
晴
ら

し
い
成
人
式
を
創
り
ま
し
ょ
う
。

　

個
人
、
グ
ル
ー
プ
ど
ち
ら
の
申
込
み
で
も
Ｏ
Ｋ

▽
問
合
先
…
生
涯
学
習
課　

生
涯
学
習
係

　

�　

－

３
１
５
１

５３

成
人
式
実
行
委
員
募
集

▽
受
付
期
間
…　

月
１
日（
火
）〜　

月　

日（
水
）

１１

１１

３０

▽
対
象
者
…
町
内
に
２
年
以
上
居
住
し
て
い
る
高
校

生
・
大
学
生
等
で
学
術
優
秀
に
し
て
健
康
で
あ
り
、

経
済
的
な
理
由
で
就
学
が
困
難
な
状
態
の
方

▽
学
力
基
準
…
成
績
の
平
均
値
が
３
・
０
以
上
の
者

▽
家
計
基
準
…
給
与
所
得
が
主
な
世
帯
の
場
合
、
年
間

の
収
入
額
が
９
０
０
万
円
以
内

　
　

事
業
所
得
が
主
な
世
帯
の
場
合
、
年
間
の
所
得
額

が
７
０
０
万
円
以
内

▽
貸
付
金
額
（
月
額
）

　
　

高

校

生
・・・
１
５
、０
０
０
円
以
内

　
　

高
等
専
門
学
生
・・・
３
０
、０
０
０
円
以
内

　
　

専
修
学
校
生
・・・
３
０
、０
０
０
円
以
内

女
川
町
の
奨
学
金
受
付

　

生
命
保
険
会
社
で
は
お
客
様
が
ご
無
事
か
ど
う
か
連

絡
を
と
り
つ
づ
け
て
お
り
ま
す
が
、
一
部
ご
確
認
が
と

れ
な
い
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
生
命
保
険
会
社
と

ご
連
絡
を
と
れ
て
い
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
お
手
数
で

は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
加
入
の
生
命
保
険
会
社
ま
で
ご

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

生
命
保
険
協
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

東
日
本
大
震
災
の
た
め
に
休
止
し
て
お
り
ま
し
た
グ

ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
を
９
月
３
日
か
ら
再
開
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
会
員
及
び
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
に
興
味

の
あ
る
方
は
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▽
日
時
…
毎
週
（
月
曜
日
除
く
）

　

午
後
１
時
〜
午
後
３
時

▽
会
場
…
総
合
運
動
場
第
２
多
目
的
運
動
場

▽
問
合
先
…
木
村
祐
幸 
�
５
４－

４
７
３
３

グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
協
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

▽
日
時
…
平
成　

年　

月
８
日
（
土
）

２３

１０

　

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

▽
会
場
…
石
巻
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

▽
対
象
者
…
県
内
の
オ
ス
ト
メ
イ
ト
（
人
工
肛
門
・
人

工
膀
胱
保
有
者
）
及
び
家
族
等

▽
内
容
…
術
後
の
ケ
ア
、
装
具
、
社
会
生
活
、
福
祉
制

度
等
に
関
す
る
相
談

▽
講
師
…
東
北
大
学
病
院　

看
護
師　

�
橋
真
紀

▽
問
合
先
…
日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
宮
城
県
支
部

　

�
０
２
２
８－

　

－

４
２
３
４

３２

オ
ス
ト
メ
イ
ト
相
談
会

　
　

大

学

生
・・・
５
０
、０
０
０
円
以
内

▽
申
込
方
法
…
教
育
総
務
課
（
仮
設
庁
舎
２
階
）
に
備

付
の
採
用
願
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
成
績
証
明
書
、

所
得
証
明
書
（
給
与
所
得
者
は
源
泉
徴
収
票
も
添
付
）、

住
民
票
謄
本
を
添
付
し
、
期
間
内
に
奨
学
生
予
定
者

本
人
が
提
出

　
　

※
申
込
要
項
、
採
用
願
は　

月
３
日（
月
）か
ら
配

１０

布
し
ま
す
。

▽
問
合
先
…
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課

　

�　

－

３
１
３
１
内
線
２
６
４

５４

▽
日
時
…
平
成　

年　

月　

日
（
金
）

２３

１０

２１

　
　

午
前　

時
〜
午
後
３
時

１０

▽
会
場
…
石
巻
市
観
光
物
産
情
報
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　

ロ
マ
ン
海
遊　

（
Ｊ
Ｒ
石
巻
駅
前
）

２１

▽
相
談
内
容

①
建
設
業
・
産
業
廃
棄
物
処
分
業
・
自
動
車
運
送
業

関
連
の
許
可
申
請
手
続

②
法
人
の
設
立
・
変
更
に
関
す
る
手
続（
登
記
を
除
く
）

③
遺
産
分
割
協
議
書
・
相
続
の
相
談
手
続

④
外
国
人
の
資
格
取
得
許
可
・
更
新
許
可
の
申
請
手
続

▽
問
合
先
…
宮
城
県
行
政
書
士
会
石
巻
支
部

　

�
０
２
２
５－

　

－

１
６
３
２

２２

行
政
書
士
会
無
料
相
談
会

　

震
災
被
害
の
た
め
、
石
巻
専
修
大
学
を
仮
庁
舎
と
し

て
業
務
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
下
記
の
日
時
か
ら

石
巻
合
同
庁
舎
に
お
い
て
業
務
を
再
開
し
ま
し
た
。

▽
再
開
日
時
…
平
成　

年
９
月　

日（
月
）

２３

２６

　

平
日
８
時　

分
か
ら　

時　

分
ま
で

３０

１７

１５

　
　

（
パ
ス
ポ
ー
ト
申
請
は　

時　

分
ま
で
）

１６

４５

▽
住
所
…
石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
４
―　
３２

▽
連
絡
先
…
０
２
２
５－
　

－

１
４
１
１
（
代
表
）

９５

石
巻
合
同
庁
舎
業
務
再
開

無料人権相談
▽日　　時…１０月６日（木）

　　　　　　　　　　　　午前１０時～午後３時

▽会　　場…役場仮設庁舎　相談室（１階）

▽相談内容…人権侵害、いじめ、登記、相

続など

▽相 談 員…女川町人権擁護委員

▽問 合 先…町民課町民生活係

　　　　　　�５４－３１３１　内線１１４

１日行政相談
▽日　　時…１０月６日（木）

　　　　　　　　　　　　午前１０時～午後３時

▽会　　場…役場仮設庁舎　相談室（1階）

▽相談内容…国や公団などの仕事や行政に

関すること

▽相 談 員…行政相談委員　阿部　求

▽問 合 先…総務課総務係

　　　　　　�５４－３１３１　内線２１３
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1111111111100000000000月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日かかかかかかかかかからららららららららら「「「「「「「「「「女女女女女女女女女女川川川川川川川川川川町町町町町町町町町町地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療セセセセセセセセセセンンンンンンンンンンタタタタタタタタタターーーーーーーーーー」」」」」」」」」」ににににににににににななななななななななりりりりりりりりりりまままままままままますすすすすすすすすす日から「女川町地域医療センター」になります
　女川町立病院及び女川町老人保健施設は、１０月１日から１９床の診療所に変更するのに合わせて管理運営を

指定管理者である公益社団法人地域医療振興協会に移行することになりました。

　施設の総称名は「女川町地域医療センター」になります。
　診療科目は、内科、外科、整形外科、小児科、眼科、皮膚科の６科です。

「「「「「「「「「「「女女女女女女女女女女川川川川川川川川川川町町町町町町町町町町地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療セセセセセセセセセセンンンンンンンンンンタタタタタタタタタターーーーーーーーーー女川町地域医療センター」」」」」」」」」」」愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛称称称称称称称称称称募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集愛称募集
　これからも地域の皆様に親しみや愛着を持っていただける施設としたいため、センターの愛称を公募します。

１．応募要領

１）応募資格　女川町に住所を有する方

２）必要事項　①愛称名　②命名の理由　③応募される方の氏名（ふりがな）、住所、年齢、電話番号

２．応募方法

１）郵送又は FAXの場合：以下のお問合せ先へ

２）応募箱へ投函する場合：①女川町地域医療センター２階受付　②女川町地域福祉センター

３．応募期間：平成 23 年 10 月３日（月）から平成 23 年 10 月 17 日（月）まで

　　　　　　　＊郵送の場合は当日消印有効

４．選考方法：選考にあたっては、女川町とセンターの管理者である公益社団法人地域医療振興協会で組織す

る選考会議において、①親しみやすいこと　②既存施設に類似している名称がないことなど

を目安に総合的に判断して１点を選考します。

５．その他

１）応募した名称が採用された方は、図書カード（５千円分）を贈呈します。

２）応募作品は、応募者に返却しません。　

３）愛称の選定にあたっては、表現、表記等一部変更することがありますので、予めご了承ください。

　４）採用された名称の権利は、女川町に帰属するものとします。

６．お問い合わせ先

　〒９８６-２２４３　女川町鷲神浜字堀切山 51－6　女川町役場　地域医療対策室　TEL：53－5511　FAX：53－5521

きりとりきりとり

「女川町地域医療センター愛称」募集用紙

診療開始時間受　付　時　間診　　療　　日診　　療　　科　　目

午前 9：00
午後 2：00

午前８：30 ～午前１１：30
午後１：30 ～午後４：00

月曜日～金曜日
( ※水曜日の午後は休診です。)

内科 ( ※心療内科は火曜日の午後 )
外科
整形外科 午前 9：00午前８：30 ～午前１１：30土曜日

午前 9：00午前８：30 ～午前１１：30水曜日小児科

午後 2：00午後１：30 ～午後４：00木曜日眼科（※１１月初旬診療開始予定）

午前 9：00午前８：30 ～午前１１：30金曜日皮膚科（※１１月初旬診療開始予定）

診療日及び診療時間

※休診日：水曜日の午後、日曜日、祝日、年末年始

※急患は２４時間対応します。

※ご来院前に電話にてお問い合わせください。女川町地域医療センター　電話番号　５３－５５１１

愛　称

命名の理由

氏名

住所

年齢

電話
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犬を飼っている方へ（狂犬病予防注射実施について）
　９月号でもお知らせしましたが、町で管理していた犬の登録原簿及びデータは流失してしまい、再度、

犬の登録を呼びかけていますが、まだ登録をしていない方はお早めに手続きをお願いいたします。

　登録と狂犬病予防注射については、下記のとおりです。

１．犬の登録について

【震災以前に犬の登録が済んでいる方】

　再度登録を行いますので、役場にご来庁願います。

　その際、以前の鑑札（小判型で緑色）を持参下さい。無い方は、その旨申し伝えてください。

　登録後に新しい鑑札を交付します。申請手数料はかかりません。

【震災以前に犬の登録が済んでいない方、または震災後新たに犬を飼い始めた方】

　登録用紙に記入のうえ新規に登録をしていただきます。（登録手数料３，０００円）登録後に鑑札を交付いた

します。

　また、生後 90日以上の飼い犬は法律により登録が必要です。必ず登録手続きを行ってください。

２．狂犬病予防注射について

　狂犬病予防注射は１０月７日（金）・８日（土）の２日間実施予定です。

　場所と時間帯は下記の一覧をご覧ください。

　料金については３，０２０円（技術料２，４７０円＋注射済票５５０円）となります。なるべくお釣りのないよう

お願いいたします。

　なお、動物病院等で狂犬病予防注射を受けられた方は、注射を実施したところで発行される注射済証を

役場に持参してください。注射済票を交付します。（注射済票交付手数料５５０円）

　また、注射会場でも登録手続を実施しますが混雑が予想されますので、できるだけ先に登録手続きをお

済ませください。

３．犬の散歩について

　最近、犬の散歩の際にフンを片付けず放置している苦情が大変増えています。

　犬も家族の一員です。袋などを用意し、飼い主の方が責任を持って片付けましょう。

場　　　　　　所時　　間地　　　　　　区月日

高橋建設事務所前（石森商店前）９：００～９：１０大沢

　

月

7

日
（

金

）

10
コーポ尾田峯付近９：２０～９：３５浦宿 1・3

町営万石浦住宅付近９：４０～９：５５浦宿 1・2

海岸１０：００～１０：１０針浜

旭が丘集会所前１０：２５～１０：４０旭が丘

女川第一小学校仮設住宅地内１０：５０～１１：００女川第一小学校仮設住宅

東北電力堀切アパート前１１：１０～１１：４０浦宿 2・上 4・5

勤労青少年センター前１３：３０～１３：５０上 2・3・4・西区

旧東芝寮側仮設住宅地内１４：００～１４：０５小乗浜地区仮設住宅

仮設住宅地内１４：２５～１４：３０横浦地区仮設住宅

仮設住宅地内１４：４５～１４：５０塚浜地区仮設住宅

仮設住宅地内１５：０５～１５：１０野々浜地区仮設住宅

仮設住宅地内９：００～９：０５指ヶ浜地区仮設住宅
　

月

8

日
（

土

）

10
仮設住宅地内９：１５～９：２０旧女川三小仮設住宅

仮設住宅地内９：３０～９：３５桐ヶ崎地区仮設住宅

旧日水グラウンド付近９：４０～９：４５石浜地区

旧第３保育所仮設住宅地内９：５０～９：５５宮ヶ崎地区仮設住宅及び宮ヶ崎地区

日蕨地区仮設住宅集会所付近１０：００～１０：２０清水地区仮設住宅及び清水地区

多目的仮設住宅集会場付近１０：２５～１０：４０町民多目的運動場仮設住宅　大原地区

蟹田地区仮設住宅地内１１：００～１１：１０石巻市　蟹田・内田地区仮設住宅

西側集会場付近（ 8 号棟脇）１１：２０～１１：３０石巻市　石巻バイパス用地仮設住宅 1 ～ 14 号棟

東側集会場付近（20号棟脇）１１：３５～１１：４５石巻市　石巻バイパス用地仮設住宅 14 ～ 22 号棟

女川町陸上競技場１３：３０～１４：００上記会場で受けられなかった方

問い合わせ先　　町民課環境係　�５４－３１３１　内線１１６・１１７

平成２３年度女川町狂犬病予防注射実施日程　日時：１０月７日・８日　料金：３,０２０円
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～ 東日本大震災復興基金事業 ～ 

東日本大震災で被災された観光事業者の皆様へ 

　宮城県は、東日本大震災により被災された観光事業者の皆様の再建・復旧 

を支援するために「観光施設再生支援（補助）事業」を事業化いたしました。 

ご利用頂ける方 

対　象　施　設 

東日本大震災により被災した宮城県内の観光施設・設備を再建・復旧する 

中小企業者等　※１、２ 

①ホテル、旅館、簡易宿所営業及び下宿営業の施設 

②その他、知事が特に認める観光集客施設（お問い合わせください） 

※１　民間の方で，個人，法人の別は問いません。 

※２　風俗営業等規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営む 

　　　中小企業者等を除く。 

◆対象経費 

　施設設備の修繕・修理、建替、入替 

に要する経費 

　(1) 土地復旧費 

　(2) 解体撤去費　　　　　　 

　(3) 修復・建替費 

　(4) 買替・修繕費 

　(5) 移設費　　　など 

 

◆補助率 

　１／２（※対象経費の１／２まで） 

　（上限10,000千円、下限1,000千円） 

お知ら
せ 

●募集期間 

　平成23年9月28日（水）～ 

　　　平成23年10月12日（水） 

●申請先，様式及び必要な書類等 

　については、後日、県ホームペ 

　ージ等でお知らせいたします。 

http://www.pref.miyagi.jp/kankou/ 

 

・問合せ先　宮城県経済商工観光部　観光課　観光企画班 

　　　　　　　　電話　022－211－2823／FAX　022－211－2829 
　　　　　　　e-ma i l : kankou@pref .m iyag i . j p
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広報　おながわ　10月号
編集・発行

〒 986�2261　宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原３１６（住所が変更になっています）

女川町役場仮設庁舎総務課広報広聴係　�０２２５�５４�３１３１

ホームページ「宮城県女川町東日本大震災に関する最新情報提供ページ」

（ＵＲＬ）http://www.town.onagawa.miyagi.jp/

女川町暮らしの情報モバイルサイト

（ＵＲＬ）http://www.town.onagawa.miyagi.jp/m/　　（ＱＲコード）

������ ごみの収集　10 月 ������

被災市街地復興推進地域都市計画（案）の縦覧

　町は、被災市街地復興特別措置法に基づく被災市街地復興推進地域の都市計画

（案）の縦覧（公開）を次のとおり行います。

　期間は１０月４日から１８日までの執務時間中（午前８時３０分～午後５時１５分）

です。縦覧（公開）場所は、女川町役場仮庁舎　２Ｆ　復興対策室です。

　なお、この案に意見のある人は、縦覧（公開）期間中に町長あてに、意見書を提

出することができます。意見書の提出方法は、住所、氏名、年齢、及び案への意見

を書いたものを、縦覧（公開）期間中に提出してください。お問い合わせは、女川

町復興対策室（５４－３１３１）までご連絡ください。

粗大
ごみ

段ボール・新聞紙・雑誌・その他
のプラ容器・白色トレイ・紙パッ
ク・布類・発泡スチロール・剪定
枝・廃食油・燃やせないごみ

缶・びん
ペットボトル

燃やせ
るごみ

５７・２１４・１８月・木大沢・浦宿全

行政区

１２１４・２８１１・２５月・木針浜・上３～５・西２

２１１７・３１１７・３１月・木高白・五部浦

１９１２・２６６・２０火・金旭が丘

６５・１９１３・２７火・金女川一・清水全・宮ケ崎・石浜全区

２６３・２４３・２４火・金北浦

５７・２１４・１８月・木一小

避難所

１２１４・２８１１・２５月・木勤労青少年センター

２１１７・３１１７・３１月・木塚浜小屋取集会所

６５・１９１３・２７火・金総合体育館

２６３・２４３・２４火・金旧三小・旧御前分校

５７・２１４・１８月・木一小

仮設住宅

１２１４・２８１１・２５月・木針浜

２１１７・３１１７・３１月・木小乗・高白・横浦・大石原・野 浜々・飯子浜・塚浜・小屋取

１９１２・２６６・２０火・金旭が丘・石巻市内

６５・１９１３・２７火・金多目的運動場・清水・清水（２）・宮ヶ崎

２６３・２４３・２４火・金桐ケ崎・旧三小・指ヶ浜
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